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別添２－２ 

喜多方市下水道事業経営戦略 

団 体 名：福島県 喜多方市                

事 業 名：下水道事業特別会計               

（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業）  

策 定 日：平成 29 年３月 14日               

計 画 期 間：平成 29年度～平成 38年度             

 本経営戦略は、平成 26 年８月の総務省通知『公営企業の経営に当たっての留意事項について』

及び平成 28 年１月の総務省通知『「経営戦略」の策定推進について』において要請のあった中長

期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定に適正に取り組み、計画的かつ合理的な経営を

行うことにより収支の改善等を通じた経営基盤の強化等を図り、喜多方市総合計画に基づく下水

道事業及び特定環境保全公共下水道事業に係る諸施策を経営面から位置づけするために策定する

ものです。 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

① 施 設

供用開始年度 

（供用開始年月日） 

（供用開始後年数） 

公共下水道事業 

 喜多方処理区  H 5(H 5.10. 1)(23 年) 

 塩川処理区   H14(H14. 6. 1)(14 年) 

特定環境保全公共下水道事業 

 熱塩加納処理区 H14(H15. 3.31)(14 年) 

 山都処理区   H16(H17. 3.31)(12 年) 

法適（全部適用・一部適用）

非適の区分 

法非適 

法適予定年月日 平成 32年４月１日 （一部適用） 

処理区域内人口密度 
（処理区域人口/処理区域面積）

公共下水道事業       29.4 人/ha（13,619 人/464ha）

特定環境保全公共下水道事業 20.4 人/ha（ 3,484 人/171ha）

流域下水道等への 

接続の有無 
無 

処理区数 

公共下水道事業       ２処理区 

 （喜多方処理区、塩川処理区） 

特定環境保全公共下水道事業 ２処理区 

 （熱塩加納処理区、山都処理区） 

処理場数 

公共下水道事業       ２処理場 

 （喜多方浄化センター、塩川浄化センター） 

特定環境保全公共下水道事業 ２処理場 

 （熱塩浄化センター、山都浄化センター） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況*1 
策定時点においては実施していません。 

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

  「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくも

のを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部

を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

  「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社

会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴

わない。）を指す。
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② 使用料 

一般家庭用使用料体系の

概要・考え方 

・定額制の基本使用料に従量制・累進制の超過使用料を加える使

用料体系（農業集落排水事業と統一の使用料体系） 

使用月の汚水量に応じ、基本使用料（使用した日数が 15 日以

内である場合にあっては、463 円）925 円に超過使用料を加えた

額を、使用料として徴収する。 

 超過使用料の額は１㎥当たり、６㎥を超え 10㎥までは 164

円、10 ㎥を超え 20㎥までの部分は 174 円、20 ㎥を超え 30㎥ま

での部分は 184 円、30 ㎥を超え 50㎥までの部分は 205 円、50

㎥を超え 100 ㎥までの部分は 226 円、100 ㎥を超え 300㎥まで

の部分は 247 円、300 ㎥を超える部分は 267 円とする。 

業務用使用料体系の 

概要・考え方 

・定額制の基本使用料に従量制の超過使用料を加える使用料体系

（農業集落排水事業と統一の使用料体系） 

公衆浴場法第１条第１項に規定する公衆浴場であって物価統

制令第４条の規定に基づき入浴料金が定められるものからの汚

水の排除に係るものである場合、汚水量に応じ、基本使用料

（使用した日数が 15 日以内である場合にあっては、463 円）

925 円に超過使用料を加えた額を、使用料として徴収する。 

 超過使用料の額は１㎥当たり、６㎥を超える部分は 59 円とす

る。 

その他の使用料体系の 

概要・考え方 

・一人当たりの使用料の額を定めた定額制の使用料体系（農業集

落排水事業と統一の使用料体系） 

「水道水以外の水」のみを一般家庭用として使用している場

合、世帯使用人数により算定し、世帯１人あたり６㎥を汚水量

と認定し、算出した認定汚水量を上記一般家庭用使用料の汚水

量にあてはめ算出した額とする。 

 「水道水以外の水」と「水道水」を併用している場合は、上

記「水道水以外の水」のみを使用している場合により算出した

認定汚水量と、水道水の使用水量による汚水量を比較して多い

方を認定汚水量とし、上記一般家庭用使用料の汚水量にあては

め算出した額とする。 

条例上の使用料*2 

（２０㎥あたり） 

※過去３年度分を記載 

平成 25 年度 3,240 円 

平成 26 年度 3,321 円（消費税率の改定） 

平成 27 年度 3,321 円 

実質的な使用料*3 

（２０㎥あたり） 

※過去３年度分を記載 

平成 25 年度 3,616 円 

平成 26 年度 3,692 円 

平成 27 年度 3,717 円 
*2 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。 

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでな

く業務用を含む）をいう。
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③ 組 織 

職員数 

 12 名（課長 1名、主幹 1名、総務係 3名、計画建設係 4名、施設係 3名）

 合併後平成 19 年度の各総合支所建設課下水道係を含めた職員数 19 名か

ら７名削減 

 農業集落排水事業特別会計を兼務（人件費は下水道事業特別会計で計上）

事業運営組織 

 建設部下水道課において、下水道事業特別会計（公共下水道事業、特定環

境保全公共下水道事業）並びに一般会計（浄化槽関連）及び農業集落排水事

業特別会計（農業集落排水事業、小規模集合排水事業）を運営 

 水道料金と下水道等使用料の賦課・徴収について、水道事業（建設部水道

課）と連携 

（２）民間活力の活用等 

民間活用の状況

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

喜多方浄化センター外３施設運転管理業

務委託（平成 21 年４月１日～） 

①運転業務：施設の運転操作及び監視 

②施設管理：電気設備・機械設備・建築設

備の保守点検、消耗品の交換、清掃、緑地

管理、警備 

③環境計測、業務報告：運転データの記

録・保管、ユーティリティーの手配・管理

イ 指定管理者制度 策定時点においては実施していません。

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 策定時点においては実施していません。

資産活用の状況

ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等）*4
策定時点においては実施していません。

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等）*5
策定時点においては実施していません。

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収

入増につながる取組を指す。 

*5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取

組を指す（単純な売却は除く）。

（３）経営比較分析表を活用した現状分析 

本市の公共下水道事業は、公共下水道（喜多方・塩川）及び特定環境保全公共下水道（熱

塩加納・山都）を合わせ４処理区ありますが、特定環境保全公共下水道の２処理区は概成と

なっているものの、公共下水道の２処理区にあっては、それぞれ全体計画に対する整備率が

４割程度であり、引き続き、管渠埋設等の面整備を積極的に推進する必要があります。 

また、終末処理場である各浄化センターにおいては、施設、設備の老朽化等による更新費

用が増嵩するなど、建設経費、維持管理経費において今後も相応の費用が必要な状況です。 

一方、使用料収入においては、整備拡大に伴う使用者の増により一定の料金収入の増加が

見込めるものの、市全体においては人口減少が進んでおり、これに伴う料金収入の減少が懸

念される状況です。 

別添「経営比較分析表」のとおり 

なお、国の事業名変更に伴い全体総括の欄中の「長寿命化計画」は「ストックマネジメ

ント計画」と読み替えてください。 
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２．経営の基本方針 

 公営企業は住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果たして

いますが、現在、公営企業をめぐる経営環境は、サービスの提供に必要な施設等の老朽化に伴

う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により厳しさを増しつつあります。 

 このため、各地方公共団体においては、公営企業の経営環境の変化に適切に対応し、そのあ

り方について絶えず検討を行うことが求められ、将来にわたってもサービスの提供を安定的に

継続することが可能となるように、自らの経営等について的確な現状把握を行った上で、中長

期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営健全化を行うことが必要

です。 

 このような中、喜多方市の汚水処理事業においては、公衆衛生の向上と公共用水域の水質の

保全により快適な生活環境の形成を図るため、公共下水道事業等を推進し、安定した下水道サ

ービスの提供を将来にわたり継続していくことを基本方針とし、中長期的な経営の基本計画で

ある「経営戦略」を策定し、毎年度進捗管理を行いながら必要に応じて見直しを行い、経営基

盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。 

３．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

別紙「投資・財政計画（収支計画）」のとおり 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明

○ 投資の目標に関する事項 

 特定環境保全公共下水道事業（熱塩加納処理区・山都処理区）は概成となっているも

のの、公共下水道事業（喜多方処理区・塩川処理区）については、まだ普及段階となっ

ています。一方で、供用開始から喜多方浄化センターは 20年、塩川・熱塩・山都浄化セ

ンターは 10 年を経過しており、修繕・改築・更新への対応が求められる時期を迎えてい

ます。 

 この状況を踏まえ、公共下水道事業（喜多方処理区・塩川処理区）における未普及区

域への管渠整備事業を継続するとともに、処理人口が増加している塩川浄化センター水

処理施設増設事業（塩川処理区）やストックマネジメント計画の策定とそれに基づく点

検・調査、改築等（全処理区）を実施する予定です。 

○ 管渠、処理場等の建設・更新に関する事項 

 喜多方市中期財政計画に基づき計上しています。 

 公共下水道事業（喜多方処理区・塩川処理区）における未普及区域への管渠整備事業

を継続していきます。 

 処理人口が増加している塩川浄化センター水処理施設増設事業（塩川処理区）を平成

30 年度から平成 33年度で実施する予定です。 

○ 広域化・共同化・最適化に関する事項 

 平成 28年６月、本市も参加し、国、県、市町村及び関係団体による福島県喜多方方部

下水道事業広域連携勉強会が開催されました。今後本格化する人口減少社会では、既存

施設の活用等において、行政界を越えた複数の地方公共団体間における広域化・共同化

を図っていくことが期待されており、今後も執行体制の確保や経営改善により良好な事

業運営を継続するための取り組みの一つとして研究を深めていきます。 

○ 投資の平準化に関する事項 

 喜多方市中期財政計画に基づき計上しています。 

 施設全体の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減と平準化を図るため、

ストックマネジメント計画の策定とそれに基づく点検・調査、改築等（全処理区）を実

施する予定です。 

○ 防災・安全対策に関する事項 

 下水道施設は市民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時にもその機

能を維持または早期回復することが必要不可欠であることを踏まえ、平成 27 年３月 18

日喜多方市下水道業務継続計画（下水道ＢＣＰ）を策定しました。 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

○ 財源の目標に関する事項 

 収益的収入については、主に使用料と他会計繰入金となっています。使用料について

は、平成 21 年 10 月から平成 22 年 9 月までの激変緩和期間を経て、平成 22 年 10 月か

ら合併後の統一使用料への改定を実施、また、平成 26 年 4 月には消費税率の改定に伴

う改定を実施しました。本計画期間においては、平成 32 年度から地方公営企業法の財務

規定を適用した経営戦略に見直す予定であり、その際に、長期的な見通しに立った適正

な使用料への見直しを検討することとしますが、策定時点においては、現行料金体系で

計上しています。他会計繰入金については、基準内繰入れのみとなっています。 

 資本的収入については、主に建設改良に係る企業債の借入及び国県補助金と他会計繰

入金となっています。企業債の借入については、主に過疎対策事業債と下水道事業債と

なっており、それぞれ元利償還金に対して過疎対策事業債については 70％相当額、下水

道事業債については約 40％相当額が交付税措置されることとなっています。他会計繰入

金については、基準内繰入れと主に企業債の償還元金に充てられる基準外繰入れとなっ

ています。 

○ 使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項 

現行の使用料体系に基づき、平成 27 年度までの実績を踏まえ、未普及区域への管

渠整備と加入促進及び喜多方市長期人口ビジョンによる人口減少を考慮し計上していま

す。 

○ 企業債に関する事項 

 企業債残高の削減を図るため、塩川浄化センター水処理施設増設事業に係る借入を除

き、新規の借入は原則として償還額の範囲内で計上しています。 

○ 繰入金に関する事項 

 基準内繰入れを基本とし、主に企業債の償還元金に充てられる基準外繰入れは、新規

の借入を原則として償還額の範囲内とすることで圧縮を図ります。 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

○ 民間の活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI など） 

 包括的民間委託等の民間委託については、平成 21 年度より実施している包括的民間

委託である喜多方浄化センター外３施設運転管理業務委託を計上しています。 

○ 職員給与費に関する事項 

 策定時点で課長 1名、主幹 1名、総務係 3名、計画建設係 4名、施設係 3名の 12名体

制で業務を執行しており、現行体制相当を計上しています。 

○ 動力費及び薬品費に関する事項 

 平成 21 年度より実施している包括的民間委託である喜多方浄化センター外３施設運

転管理業務委託において、民間受託者が受託料の中で費用管理し、費用削減に努めてい

ます。この委託料については、平成 27年度までの実績と未普及区域への管渠整備による

増加及び喜多方市長期人口ビジョンによる人口減少による減少を考慮し計上し、また、

物価の変動については、消費者物価の前年比上昇率を２％として計上しています。 

○ 修繕費に関する事項 

 平成 27年度までの実績を考慮し計上しています。物価の変動については、消費者物価

の前年比上昇率を２％として計上しています。 

○ 委託費に関する事項 

 平成 21 年度より実施している包括的民間委託である喜多方浄化センター外３施設運

転管理業務委託、平成 28年度から平成 31 年度で実施する喜多方市下水道事業等地方公

営企業法適用業務委託、水道事業への使用料徴収及び収納事務委託等を計上しています。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 今後の投資についての考え方・検討状況

広域化・共同化・最適化 

に関する事項 

・下水道事業計画の見直しによる最適化 

 将来人口や地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手

法による未水洗化の解消を図ることを目的とした全体計画

の見直しを行うとともに、事業計画の諸元のダウンサイジン

グを含めた見直しを検討します。 

・広域化・共同化 

 今後本格化する人口減少社会では、既存施設の活用等にお

いて、行政界を越えた複数の地方公共団体間における広域

化・共同化を図っていくことが期待されており、今後も執行

体制の確保や経営改善により良好な事業運営を継続するた

めの取り組みの一つとして研究を深めていきます。 

投資の平準化に関する事項 

・下水道ストックマネジメント計画による投資の平準化 

 施設全体の持続的な機能確保及びライフサイクルコスト

の低減と平準化を図るため、ストックマネジメント計画の策

定とそれに基づく点検・調査、改築等（全処理区）を実施す

る予定です。 

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFI など） 

・PPP/PFI などの活用 

 導入可能分野の有無について、情報収集をしていきます。

その他の取組 

・固定資産調査 

 平成 32 年度からの公営企業会計移行に向け、平成 28 年

度から固定資産の調査を開始し、施設の現状把握と今後の財

政経営計画の基礎数値とします。 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項

・使用料の見直し 

 下水道事業計画の見直し、ストックマネジメント計画の策

定、固定資産調査を受け、平成 32 年度から地方公営企業

法の財務規定を適用した経営戦略に見直す予定ですが、

その際に、長期的な見通しに立った適正な使用料への見

直しを検討することとします。

 なお、上記のほか消費税率の改定に伴う使用料の見直しが

あります。 

資産活用による収入増加 

の取組について 

・資産活用 

 施設の増設等に備えて確保している未利用地については、

本来の取得目的等を十分勘案したうえで有効活用について

研究します。 

その他の取組 策定時点において特記事項はありません。 
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③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項

（包括的民間委託等の民間委

託、指定管理者制度、

PPP/PFI など） 

・包括的民間委託拡充 

 維持管理のより一層の効率化を図るため、民間業者の持つ

技術力に着目した性能発注方式による喜多方浄化センター

外３施設運転管理業務委託の包括的民間委託を平成 21 年度

より実施していますが、委託範囲の拡充について検討しま

す。 

職員給与費に関する事項 

 一般会計（浄化槽関連）及び農業集落排水事業特別会計を兼

務していますが、人件費は一括して下水道事業特別会計におい

て計上しています。 

 職員数は、現在、課長 1名、主幹 1名、総務係 3名、計画建

設係 4名、施設係 3名の 12 名体制で業務を執行しています。

今後、公営企業会計移行による会計業務の増大に伴う総務係

の増員、ストックマネジメント計画による修繕・更新等長寿命

化業務の増大に伴う施設係の増員、塩川浄化センター水処理施

設増設事業に伴う計画建設係の増員及び一般会計において執

行している浄化槽関連業務の担当者人件費の一般会計への組

み換えについて、人事部門と調整予定です。 

動力費に関する事項 

薬品費に関する事項 

 平成 21 年度より実施している包括的民間委託である喜多方

浄化センター外３施設運転管理業務委託において、民間受託者

が受託料の中で費用管理し、費用削減に努めています。この委

託料については、平成 27 年度までの実績と未普及区域への管

渠整備及び喜多方市長期人口ビジョンによる人口減少を考慮

し計上し、また、物価の変動については、消費者物価の前年比

上昇率を２％として計上しています。 

修繕費に関する事項 

・下水道ストックマネジメント計画による修繕費の平準化 

 施設全体の持続的な機能確保及びライフサイクルコスト

の低減と平準化を図るため、ストックマネジメント計画の策

定とそれに基づく点検・調査、改築等（全処理区）を実施す

る予定です。 

委託費に関する事項 

・包括的民間委託拡充 

 維持管理のより一層の効率化を図るため、民間業者の持つ

技術力に着目した性能発注方式による喜多方浄化センター

外３施設運転管理業務委託の包括的民間委託を平成 21 年度

より実施していますが、委託範囲の拡充について検討しま

す。 

その他の取組 策定時点において特記事項はありません。 

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

経営戦略の事後検証、 

更新等に関する事項 

毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、下水道

ストックマネジメント計画に基づく維持管理の状況、下水

道事業計画の見直し、資産の調査・評価等、事業動向を踏ま

えながら平成32年度から地方公営企業法の財務規定を適用

した経営戦略に見直し（ローリング）を実施します。
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1
8
,5
0
0

1
8
,5
0
0

1
8
,5
0
0

1
8
,5
0
0

（
７
）

4
0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

２
(G
)

9
0
3
,9
6
6

8
6
8
,9
4
4

9
9
2
,0
2
6
1
,0
8
8
,0
6
6
1
,1
6
2
,6
8
9
1
,3
6
0
,5
0
8
1
,3
0
0
,5
1
0
1
,0
4
3
,8
5
4
1
,0
2
1
,6
2
6
1
,0
1
3
,2
0
2
1
,0
0
6
,3
5
4
1
,0
1
0
,0
1
0

（
１
）

4
9
4
,9
0
4

4
4
3
,6
1
3

5
5
9
,5
0
0

6
3
8
,5
0
0

7
0
0
,5
0
0

9
0
0
,5
0
0

8
5
0
,5
0
0

6
0
0
,5
0
0

6
0
0
,5
0
0

6
0
0
,5
0
0

6
0
0
,5
0
0

6
0
0
,5
0
0

2
9
,6
0
4

2
2
,9
6
3

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,0
0
0

（
２
）

(H
)

4
0
9
,0
6
2

4
2
5
,3
3
1

4
3
2
,5
2
6

4
4
9
,5
6
6

4
6
2
,1
8
9

4
6
0
,0
0
8

4
5
0
,0
1
0

4
4
3
,3
5
4

4
2
1
,1
2
6

4
1
2
,7
0
2

4
0
5
,8
5
4

4
0
9
,5
1
0

（
３
）

（
４
）

（
５
）

３
(I
)
△
 1
7
5
,7
9
5
△
 1
6
9
,0
6
8
△
 1
7
8
,4
7
3
△
 1
8
8
,5
4
6
△
 1
9
4
,1
8
1
△
 2
1
5,
79
6
△
 2
0
8
,7
2
4
△
 2
0
1
,5
5
4
△
 1
8
6
,5
9
3
△
 1
7
6
,7
4
2
△
 1
6
3,
2
05
△
 1
5
7
,5
8
9

資 本 的 収 支収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

収
支
差
引

(A
)-
(D
)

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち
職

員
給

与
費

地
方

債
償

還
金

他
会
計
長
期
借
入
金
返
還
金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

固
定

資
産

売
却

代
金

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

他
会

計
補

助
金

国
（
都

道
府

県
）
補

助
金

工
事

負
担

金

収
支
差
引

(F
)-
(G
)

他
会

計
借

入
金

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち
一
時
借
入
金
利
息

そ
の

他

H
3
7

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
3
5

H
3
6

（
単
位
：
千
円
，
％
）

【
　
公
共
下
水
道
事
業
　
】

投
資
・
財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

本
年
度

H
3
0

H
3
8
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様
式
第
２
号
（
法
非
適
用
企
業
）

年
　
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
分

（
決
算
）

決
算

見
込

(J
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

(P
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(Q
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(Q
)

(B
)-
(C
)

(A
)

(D
)+
(H
)

(S
)

1
8
5
,1
0
5

1
8
9
,6
2
2

1
8
5
,1
9
2

1
8
6
,0
2
5

1
8
6
,8
5
8

1
8
8
,1
9
1

1
8
9
,1
3
0

1
9
0
,5
6
8

1
9
2
,0
2
2

1
9
4
,0
0
8

1
9
4
,9
6
3

1
9
6
,7
6
1

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

（
T
)

(U
)

(V
)

1
8
5
,1
0
5

1
8
9
,6
2
2

1
8
5
,1
9
2

1
8
6
,0
2
5

1
8
6
,8
5
8

1
8
8
,1
9
1

1
8
9
,1
3
0

1
9
0
,5
6
8

1
9
2
,0
2
2

1
9
4
,0
0
8

1
9
4
,9
6
3

1
9
6
,7
6
1

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

(W
)

(X
)
6
,6
3
8
,9
5
4
6
,4
6
2
,0
2
3
6
,3
8
7
,4
9
7
6
,3
2
7
,7
3
1
6
,2
8
5
,3
4
2
6
,2
9
9
,6
3
4
6
,3
0
5
,5
2
4
6
,2
2
1
,3
7
0
6
,1
5
8
,4
4
4
6
,1
0
3
,9
4
2
6
,0
5
6
,2
8
8
6
,0
0
5
,9
7
8

○
他
会
計
繰
入
金

（
単
位
：
千
円
，
％
）

年
　
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
分

（
決
算
）

決
算

見
込

3
6
1
,3
0
1

3
6
8
,2
5
0

3
6
7
,4
5
5

3
7
3
,5
5
9

3
7
5
,3
8
5

3
7
2
,5
8
8

3
6
5
,8
2
2

3
5
9
,0
1
0

3
4
4
,1
2
9

3
3
5
,3
9
1

3
2
4
,5
5
4

3
2
2
,3
3
5

3
6
1
,3
0
1

3
6
8
,2
5
0

3
6
7
,4
5
5

3
7
3
,5
5
9

3
7
5
,3
8
5

3
7
2
,5
8
8

3
6
5
,8
2
2

3
5
9
,0
1
0

3
4
4
,1
2
9

3
3
5
,3
9
1

3
2
4
,5
5
4

3
2
2
,3
3
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5
3
,5
5
0

2
3
2
,2
2
4

2
7
5
,4
5
7

2
9
6
,8
5
7

2
8
9
,8
0
5

2
9
8
,9
0
9

2
9
2
,9
3
3

2
8
0
,8
9
7

2
7
4
,2
3
0

2
7
5
,6
5
7

2
8
2
,3
4
6

2
9
1
,0
1
8

3
1
,9
2
0

3
2
,9
8
9

3
4
,1
0
8

3
5
,2
7
6

3
3
,6
5
9

3
2
,4
1
7

2
9
,3
3
8

2
6
,0
4
9

2
0
,2
0
8

2
0
,5
5
2

2
0
,9
0
2

2
1
,2
5
8

2
2
1
,6
3
0

1
9
9
,2
3
5

2
4
1
,3
4
9

2
6
1
,5
8
1

2
5
6
,1
4
6

2
6
6
,4
9
2

2
6
3
,5
9
5

2
5
4
,8
4
8

2
5
4
,0
2
2

2
5
5
,1
0
5

2
6
1
,4
4
4

2
6
9
,7
6
0

6
1
4
,8
5
1

6
0
0
,4
7
4

6
4
2
,9
1
2

6
7
0
,4
1
6

6
6
5
,1
9
0

6
7
1
,4
9
7

6
5
8
,7
5
5

6
3
9
,9
0
7

6
1
8
,3
5
9

6
1
1
,0
4
8

6
0
6
,9
0
0

6
1
3
,3
5
3

健
全
化
法
施
行
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全
化
法
施
行
令
第
1
7
条
に
よ
り
算
定
し
た

事
業

の
規

模

健
全
化
法
第
2
2
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

不
足

比
率

(（
T
）
/
（
V
）
×
1
0
0
)

他
会

計
借

入
金

残
高

H
3
3

H
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
7

収
益
的
収
支
分

地
方

債
残

高

H
3
0

H
3
1

H
3
2

健
全
化
法
施
行
令
第
1
6
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち
基
準
内
繰
入
金

う
ち
基
準
外
繰
入
金

資
本
的
収
支
分

う
ち
基
準
内
繰
入
金

う
ち
基
準
外
繰
入
金

合
計

本
年
度

営
業
収
益
－
受
託
工
事
収
益

(B
)-
(C
)

地
方
財
政
法
に
よ
る

資
金

不
足

の
比

率
((
R
)/
(S
)×
1
0
0
)

6
8
.9
7

6
7
.9
7

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
6
条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額
(R
)

6
8
.3
6

6
8
.3
0

6
7
.9
9

6
7
.5
2

6
9
.4
7

6
9
.5
0

収
益
的
収
支
比
率
（

×
1
0
0
）

6
9
.9
4

実
質

収
支
黒

字

(N
)-
(O
)

赤
字

赤
字

比
率

（
×
1
0
0

収
支

再
差

引
(E
)+
(I
)

翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源

）
0
.0
0

積
立

金

前
年
度
か
ら
の
繰
越
金

前
年
度
繰
上
充
用
金

形
式

収
支

(J
)-
(K
)+
(L
)-
(M
)

6
7
.1
4

H
3
8

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

6
9
.2
5

6
9
.3
7

0
.0
0

0
.0
0

H
3
6

H
3
7

H
3
8

投
資
・
財
政
計
画

【
　
公
共
下
水
道
事
業
　
】

（
収
支
計
画
）

（
単
位
：
千
円
，
％
）

本
年
度

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
3
5

0
.0
0

0
.0
0
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様
式
第
２
号
（
法
非
適
用
企
業
）

年
　
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
分

（
決
算
）

決
算

見
込

1
(A
)

1
3
1
,8
2
2

1
3
2
,4
2
1

1
3
0
,7
9
0

1
3
0
,9
3
1

1
3
0
,2
3
4

1
3
0
,2
2
7

1
2
9
,6
1
1

1
2
9
,0
2
5

1
2
8
,4
8
2

1
2
7
,9
2
6

1
2
7
,3
3
8

1
2
6
,6
1
0

（
１
）

(B
)

4
1
,4
9
8

4
2
,1
6
0

3
9
,6
6
0

3
8
,8
6
4

3
8
,0
8
4

3
7
,4
2
3

3
6
,6
9
4

3
6
,0
8
4

3
5
,4
7
4

3
4
,9
7
6

3
4
,2
8
7

3
3
,7
6
2

ア
4
1
,4
9
8

4
2
,1
6
0

3
9
,6
6
0

3
8
,8
6
4

3
8
,0
8
4

3
7
,4
2
3

3
6
,6
9
4

3
6
,0
8
4

3
5
,4
7
4

3
4
,9
7
6

3
4
,2
8
7

3
3
,7
6
2

イ
(C
)

ウ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

（
２
）

9
0
,3
2
4

9
0
,2
6
1

9
1
,1
3
0

9
2
,0
6
7

9
2
,1
5
0

9
2
,8
0
4

9
2
,9
1
7

9
2
,9
4
1

9
3
,0
0
8

9
2
,9
5
0

9
3
,0
5
1

9
2
,8
4
8

ア
9
0
,2
3
7

9
0
,2
6
1

9
1
,1
3
0

9
2
,0
6
7

9
2
,1
5
0

9
2
,8
0
4

9
2
,9
1
7

9
2
,9
4
1

9
3
,0
0
8

9
2
,9
5
0

9
3
,0
5
1

9
2
,8
4
8

イ
8
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

２
(D
)

7
8
,2
8
3

8
7
,9
4
8

8
1
,1
3
9

7
9
,3
9
2

7
7
,6
0
4

7
5
,7
7
5

7
4
,0
6
2

7
2
,3
1
4

7
0
,5
2
8

6
8
,7
0
4

6
6
,8
4
0

6
5
,0
1
8

（
１
）

4
1
,8
9
2

5
3
,1
7
1

4
8
,0
4
5

4
8
,0
2
6

4
8
,0
0
7

4
7
,9
8
8

4
8
,1
2
5

4
8
,2
6
3

4
8
,4
0
1

4
8
,5
4
0

4
8
,6
7
9

4
8
,8
9
8

ア
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

イ
4
1
,8
9
2

5
3
,1
7
1

4
8
,0
4
5

4
8
,0
2
6

4
8
,0
0
7

4
7
,9
8
8

4
8
,1
2
5

4
8
,2
6
3

4
8
,4
0
1

4
8
,5
4
0

4
8
,6
7
9

4
8
,8
9
8

（
２
）

3
6
,3
9
1

3
4
,7
7
7

3
3
,0
9
4

3
1
,3
6
6

2
9
,5
9
7

2
7
,7
8
7

2
5
,9
3
7

2
4
,0
5
1

2
2
,1
2
7

2
0
,1
6
4

1
8
,1
6
1

1
6
,1
2
0

ア
3
6
,3
9
1

3
4
,7
7
7

3
3
,0
9
4

3
1
,3
6
6

2
9
,5
9
7

2
7
,7
8
7

2
5
,9
3
7

2
4
,0
5
1

2
2
,1
2
7

2
0
,1
6
4

1
8
,1
6
1

1
6
,1
2
0

イ

３
(E
)

5
3
,5
3
9

4
4
,4
7
3

4
9
,6
5
1

5
1
,5
3
9

5
2
,6
3
0

5
4
,4
5
2

5
5
,5
4
9

5
6
,7
1
1

5
7
,9
5
4

5
9
,2
2
2

6
0
,4
9
8

6
1
,5
9
2

1
(F
)

3
1
,0
2
9

4
3
,9
9
8

4
1
,1
7
2

4
1
,7
4
7

4
2
,8
8
5

4
3
,4
9
8

4
4
,2
5
1

4
4
,9
7
5

4
5
,6
5
7

4
6
,3
5
2

4
7
,0
7
8

4
7
,8
3
8

（
１
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（
２
）

2
8
,8
2
9

4
2
,3
9
8

4
0
,1
7
2

4
0
,7
4
7

4
1
,8
8
5

4
2
,4
9
8

4
3
,2
5
1

4
3
,9
7
5

4
4
,6
5
7

4
5
,3
5
2

4
6
,0
7
8

4
6
,8
3
8

（
３
）

（
４
）

（
５
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（
６
）

2
,2
0
0

1
,6
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

1
,0
0
0

（
７
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
(G
)

8
4
,5
6
8

8
8
,4
7
1

9
0
,8
2
3

9
3
,2
8
6

9
5
,5
1
5

9
7
,9
5
0

9
9
,8
0
0

1
0
1
,6
8
6

1
0
3
,6
1
1

1
0
5
,5
7
4

1
0
7
,5
7
6

1
0
9
,4
3
0

（
１
）

0
1
,5
9
6

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1
,5
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

（
２
）

(H
)

8
4
,5
6
8

8
6
,8
7
5

8
9
,3
2
3

9
1
,7
8
6

9
4
,0
1
5

9
6
,4
5
0

9
8
,3
0
0

1
0
0
,1
8
6

1
0
2
,1
1
1

1
0
4
,0
7
4

1
0
6
,0
7
6

1
0
7
,9
3
0

（
３
）

（
４
）

（
５
）

３
(I
)
△
 5
3
,5
3
9
△
 4
4
,4
7
3
△
 4
9
,6
5
1
△
 5
1
,5
3
9
△
 5
2
,6
3
0
△
 5
4
,4
5
2
△
 5
5
,5
4
9
△
 5
6
,7
1
1
△
 5
7
,9
5
4
△
 5
9
,2
2
2
△
 6
0
,4
9
8
△
 6
1
,5
9
2

う
ち
一
時
借
入
金
利
息

固
定

資
産

売
却

代
金

国
（
都

道
府

県
）
補

助
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち
職

員
給

与
費

地
方

債
償

還
金

他
会
計
長
期
借
入
金
返
還
金

そ
の

他

収
支
差
引

(A
)-
(D
)

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

収 益 的 収 支

収
支
差
引

(F
)-
(G
)

そ
の

他

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

（
単
位
：
千
円
，
％
）

【
　
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
　
】

投
資
・
財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

H
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
7

H
3
8

本
年
度

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3
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様
式
第
２
号
（
法
非
適
用
企
業
）

年
　
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
分

（
決
算
）

決
算

見
込

(J
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

(P
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(Q
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(Q
)

(B
)-
(C
)

(A
)

(D
)+
(H
)

(S
)

4
1
,4
9
8

4
2
,1
6
0

3
9
,6
6
0

3
8
,8
6
4

3
8
,0
8
4

3
7
,4
2
3

3
6
,6
9
4

3
6
,0
8
4

3
5
,4
7
4

3
4
,9
7
6

3
4
,2
8
7

3
3
,7
6
2

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

（
T
)

(U
)

(V
)

4
1
,4
9
8

4
2
,1
6
0

3
9
,6
6
0

3
8
,8
6
4

3
8
,0
8
4

3
7
,4
2
3

3
6
,6
9
4

3
6
,0
8
4

3
5
,4
7
4

3
4
,9
7
6

3
4
,2
8
7

3
3
,7
6
2

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

(W
)

(X
)
1
,8
2
6
,5
1
4
1
,7
3
9
,6
3
9
1
,6
5
0
,3
1
6
1
,5
5
8
,5
3
0
1
,4
6
4
,5
1
5
1
,3
6
8
,0
6
5
1
,2
6
9
,7
6
5
1
,1
6
9
,5
7
9
1
,0
6
7
,4
6
8

9
6
3
,3
9
4

8
5
7
,3
1
8

7
4
9
,3
8
8

○
他
会
計
繰
入
金

（
単
位
：
千
円
，
％
）

年
　
　
　
　
　
　
度

前
々
年
度

前
年
度

区
分

（
決
算
）

決
算

見
込

9
0
,2
3
7

9
0
,2
6
1

9
1
,1
3
0

9
2
,0
6
7

9
2
,1
5
0

9
2
,8
0
4

9
2
,9
1
7

9
2
,9
4
1

9
3
,0
0
8

9
2
,9
5
0

9
3
,0
5
1

9
2
,8
4
8

9
0
,1
0
0

9
0
,2
6
1

9
1
,1
3
0

9
2
,0
6
7

9
2
,1
5
0

9
2
,8
0
4

9
2
,9
1
7

9
2
,9
4
1

9
3
,0
0
8

9
2
,9
5
0

9
3
,0
5
1

9
2
,8
4
8

1
3
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
8
,8
2
9

4
2
,3
9
8

4
0
,1
7
2

4
0
,7
4
7

4
1
,8
8
5

4
2
,4
9
8

4
3
,2
5
1

4
3
,9
7
5

4
4
,6
5
7

4
5
,3
5
2

4
6
,0
7
8

4
6
,8
3
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
8
,8
2
9

4
2
,3
9
8

4
0
,1
7
2

4
0
,7
4
7

4
1
,8
8
5

4
2
,4
9
8

4
3
,2
5
1

4
3
,9
7
5

4
4
,6
5
7

4
5
,3
5
2

4
6
,0
7
8

4
6
,8
3
8

1
1
9
,0
6
6

1
3
2
,6
5
9

1
3
1
,3
0
2

1
3
2
,8
1
4

1
3
4
,0
3
5

1
3
5
,3
0
2

1
3
6
,1
6
8

1
3
6
,9
1
6

1
3
7
,6
6
5

1
3
8
,3
0
2

1
3
9
,1
2
9

1
3
9
,6
8
6

う
ち
基
準
外
繰
入
金

資
本
的
収
支
分

う
ち
基
準
内
繰
入
金

う
ち
基
準
外
繰
入
金

合
計

H
3
5

H
3
6

H
3
7

H
3
8

収
益
的
収
支
分

う
ち
基
準
内
繰
入
金

本
年
度

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

健
全
化
法
施
行
令
第
1
7
条
に
よ
り
算
定
し
た

事
業

の
規

模

健
全
化
法
第
2
2
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

不
足

比
率

(（
T
）
/
（
V
）
×
1
0
0
)

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

営
業
収
益
－
受
託
工
事
収
益

(B
)-
(C
)

地
方
財
政
法
に
よ
る

資
金

不
足

の
比

率
((
R
)/
(S
)×
1
0
0
)

健
全
化
法
施
行
令
第
1
6
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額

健
全
化
法
施
行
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

8
0
.9
5

7
5
.7
5

7
6
.7
3

収
益
的
収
支
比
率
（

×
1
0
0

収
支

再
差

引
(E
)+
(I
)

実
質

収
支
黒

字

(N
)-
(O
)

赤
字

積
立

金

前
年
度
か
ら
の
繰
越
金

前
年
度
繰
上
充
用
金

形
式

収
支

(J
)-
(K
)+
(L
)-
(M
)

翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源

本
年
度

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
7

H
3
8

投
資
・
財
政
計
画

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

7
4
.0
4

0
.0
0

赤
字

比
率

（
×
1
0
0

）

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

）
0
.0
0

7
3
.6
4

7
3
.2
1

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
6
条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額
(R
)

7
6
.4
9

7
5
.8
9

7
5
.6
1

7
5
.2
0

7
4
.8
0

7
4
.4
2

【
　
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
　
】

（
収
支
計
画
）

（
単
位
：
千
円
，
％
）


